
 

 

 

 

 

１．国保連合会でのチェックと支払までの流れ 
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≪ 国保連合会でのチェックと支払までの流れ ≫

請求明細書

サービス事業所

事前チェック

国保連合会

一次

チェック

データ内容や

入力（記入）

誤り 上限
チェック

給付管理票と
請求明細書

の突合

受給者台帳

・被保険者番号、氏名
・要介護状態区分
・サービス計画作成事業所

給付管理票

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能事業所

複合型サービス事業所

：請求した分が国保連合会から事業所へ支払われます。

決 定

保険者（市町村）神奈川県庁

：請求した分の一部が国保連合会から事業所へ支払われます。

査 定

：請求明細書に誤りがあったため、国保連合会から事業所への
支払いは行われません。

返 戻

：請求明細書は提出されているが、給付管理票が提出されなかった
ため、突合して審査ができないので支払いは行われません。

利用者が県内の方であれば、その後２ヶ月間請求情報を保留し、
この期間内に給付管理票が提出され、審査を通過すれば、
国保連合会からサービス事業所へ支払いが行われます。

保 留

：給付管理票が正しく国保連合会に登録されます。

決 定

：給付管理票に誤りがあったため、国保連合会に登録されません。

返 戻

資格

チェック

事業所台帳

受給者台帳との

突合

事前チェック
一次

チェック

データ内容や

入力（記入）

誤り

資格

チェック

事業所台帳

受給者台帳との

突合

※ 県外にお住まいの利用者の方は保留期間がありません。
請求明細書に誤りがなくても、この場合「返戻」になります。

事業所台帳

・地域密着型事業所
・基準該当事業所分
・事業所指定権限移譲分

等

受給者台帳

保険者（市町村）が
国保連合会に

登録している受給者
（利用者）の情報

事業所台帳

神奈川県が
国保連合会に
登録している
事業所の情報

台帳情報
送付

台帳情報
送付

事業所台帳

・事業所番号
・開設日、廃止日
・各加算、体制 等

台帳情報
送付
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給付管理票の作成区分には主に「新 規」、「修 正」の区分があります。それぞれの区分の取扱いは以下のとおりです。

審査
チェック

国保連合会

給付管理票

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター
小規模多機能事業所
複合型サービス事業所

決 定

≪ 給付管理票 「新規」 「修正」 ≫

給付管理票が正しく
本会に登録された。

給付管理票

給付管理票の
作成区分を
【 修 正 】で
再度提出する

給付管理票

給付管理票の
作成区分を
【 新 規 】で
提出しなおす

【新規】

【修正】
本会に登録されて
いる給付管理票の
一部をなおしたい。

誤りを訂正した正しい
状態の給付管理票を
再度提出する。

返 戻
給付管理票に誤り
があったため、本会
に登録されず、返却
された。

ポイント！

作成区分：修正
給付管理票の修正を行う
ときは、修正したい一部の
情報だけではなく、
利用したすべてのサービス
情報を設定（記載）し、
提出してください。

 

ポイント！

作成区分：新規
返戻された給付管理票を作成
区分「修正」で提出している
ケースが多く見受けられます。

「新規」で請求した給付管理票
が返戻された場合は「新規」の
まま請求してください。
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≪給付管理票の記載誤り事例について≫ 

 

Ａサービス事業所                   Ｂ居宅介護支援事業所 

事業所番号：1488888888               事業所番号：1477777777 

    請求明細書                     給付管理票 

        R3年 4月分                      R3年 4月分 

 

 

 

Ａサービス事業所 審査結果               Ｂ居宅介護支援事業所 審査結果 

 

請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表  R3年 5月審査    請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表 R3年 5月審査            

  

請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表  R3年 6月審査 

 

 

 

請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表   R3年 7月審査 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険審査決定増減表  R3年 6月審査            R3 年 6 月審査 R3年 4月給付管理票 

 

 

 

 

 

   介護給付費等支払決定額内訳書    R3年 6月審査 

 

 

ｻｰﾋﾞｽ名 ｻｰﾋﾞｽ種類 単位数合計 

訪問介護 11 100 

   

   

事業所番号 ｻｰﾋﾞｽ名 ｻｰﾋﾞｽ 

種類 

計画単位数 

1488888888 訪問介護 11 100 

1400000000 訪問入浴 12 100 

1400000000 訪問リハ 13 50 

種別 事由 内容 備考 

請 Ｃ 支援事業所に請求明細書に対応した給付管 保留 

種別 事由 内容 備考 

給 Ｂ 性別：受給者台帳記載項目と一致しません 12QT 

サ Ｃ サービス計画費に対応した給付管理票の提  

種別 事由 内容 備考 

請 Ｃ 支援事業所に請求明細書に対応した給付管 保留 

種別 事由 内容 備考 

請 Ｃ 支援事業所に請求明細書に対応した給付管 返戻 

事業所番号 ｻｰﾋﾞｽ名 ｻｰﾋﾞｽ種類 計画単位数 

1488888888 訪問介護 11 100 

1400000000 訪問入浴 12 100 

1400000000 訪問リハ 13 50 

保留復活分 

件数 単位数 

1 100 

ｻｰﾋﾞｽ種類名 決定単位数 決定金額 保険者負担 

訪問介護 100単位 1000円 900円 

新規 

給付管理票が審査を通過していないと（返戻、若し

くは未提出）サービス事業所は保留となります。 

この場合サービス事業所は、居宅介護支援事業所に

給付管理票の提出（新規）を依頼します。 

保留期間は２ヶ月となっており、保留期間中に給付

管理票の提出がないと、サービス事業所も返戻とな

ります。 

給付管理票 返戻 

保留期間中に給付管理票の提出が 

なされれば、保留復活となりサービス

事業所に支払されます。 
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